
 

第
八
節 

野
馬
牧
場
と
牧
士 

 
 

 
 

一 

牧
の
起
源
と
経
過 

 

牧
と
牧
士
の
起
源 

 

江
戸
時
代
、
下
総
の
国
に
は
徳
川
幕
府
直
轄
の
小
金
五
牧
と
佐
倉
七
牧
と
が
あ
っ
て
付
近
住
民
に
大
き
な
影
響 

を
与
え
て
い
た
。
徳
川
幕
府
の
野
馬
牧
場
経
営
の
目
的
は
、
広
漠
た
る
下
総
台
地
の
原
野
を
利
用
し
て
、
軍
需 

用
、
産
業
用
と
し
て
最
重
要
で
あ
っ
た
馬
を
生
産
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。 

 

佐
倉
牧
の
規
模
は
印
旛
・
香
取
・
山
武
・
千
葉
四
郡
に
跨
が
り
、
面
積
は
約
一
八
〇
・
七
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
で
、
酒
々
井
町

と
成
田
市
を
合
わ
せ
た
面
積
よ
り
も
広
く
、
酒
々
井
町
の
九
倍
余
り
も
あ
っ
た
。
各
牧
別
の
面
積
は
５
―
49
表
の
よ
う
に
な
る
（
注 

資

料
に
よ
っ
て
甚
だ
し
い
相
違
が
あ
り
真
の
面
積
は
把
握
し
が
た
い
が
、
復
原
図
割
出
し
に
よ
る
も
の
が
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本

稿
で
は
こ
れ
を
採
用
す
る
）
。 

 

最
も
広
い
の
は
柳
沢
牧
（
八
街
町
中
央
部
）
で
次
い
で
高
野
牧
、
矢
作
牧
と
つ
づ
き
、
狭
い
の
は
油
田
牧
（
佐
原
市
の
一
部
）
で
あ
っ

た
。
野
付
村
は
二
〇
九
か
村
（
旧
村
）
で
、
そ
の
う
ち
印
旛
郡
が
一
二
七
か
村
と
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
と
な
り
、
次
い
で
山
武
郡
四
〇

か
村
、
香
取
郡
三
七
か
村
、
千
葉
市
五
か
村
と
な
っ
て
い
る
。
野
馬
の
数
は
年
度
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
が
、
七
牧
で
約
三
〇
〇
〇
頭
前

後
、
捕
馬
の
数
は
毎
年
二
〇
〇
頭
前
後
と
な
っ
て
い
た
。 

 

下
総
台
地
に
あ
っ
た
野
馬
牧
場
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
諸
説
『
印
旛
郡
誌
』
・
『
下
総
牧
場
沿
革
考
』
・
『
松
戸
市
史
』
な
ど
が
あ
っ
て
確

言
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
酒
々
井
町
の
青
柳
幸
男
家
、
島
田
竜
夫
家
に
伝
わ
る
古
文
書
な
ど
に
よ
っ
て
推
察
す
る
と
、
千
葉
氏
の
居

城
が
、
当
町
の
本
佐
倉
字
根
古
谷
に
あ
っ
た
天
正
年
中
ご
ろ
に
形
が
整
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。 

 

『
印
旛
郡
誌
』
の
「
牧
士
の
起
源
」
で
は
下
総
牧
は
相
模
の
北
条
氏
政
が
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
千
葉
邦
胤
に
す
す
め
て
上
総
・

下
総
の
原
野
に
馬
牧
を
作
ら
せ
た
の
が
始
め
と
し
て
い
る
。
氏
政
は
配
下
で
あ
っ
た
千
葉
氏
の
戦
力
強
化
を
図
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。



邦
胤
は
家
臣
の
青
柳
四
郎
右
衛
門
、
明
谷
四
郎
左
衛
門
、
宮
沢
兵
部
の
三
人
に
命
じ
て
馬
牧
の
経
営
に
あ
た
ら
せ
た
。
よ
っ
て
こ
の
三
人

が
牧
士
の
始
祖
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
発
行
の
『
下
総
牧
場
沿
革
考
』
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
発
行
の

『
印
旛
郡
誌
』
は
と
も
に
、
そ
の
史
料
は
青
柳
・
島
田
両
家
の
古
文
書
を
参
考
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
書
と
も
に
同
趣
旨
の
記

述
と
な
っ
て
い
る
。 

 

天
正
十
八
年
（
一
五
八
九
）
小
田
原
合
戦
に
よ
っ
て
、
北
条
氏
と
共
に
千
葉
氏
は
滅
亡
、
関
東
地
方
は
徳
川
家
康
の
所
領
と
な
っ
た
。

当
然
、
馬
牧
も
徳
川
氏
支
配
と
な
り
、
牧
士
役
の
前
記
の
青
柳
、
明
谷
、
宮
沢
の
三
氏
も
徳
川
の
家
臣
に
加
え
ら
れ
た
。
島
田
家
の
由
緒

書
に
よ
る
と
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
に
牧
士
と
し
て
徳
川
幕
府
よ
り
任
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
千
葉
氏
滅
亡
の
天
正
十
八
年
か 

ら
慶
長
十
九
年
ま
で
の
二
〇
数
年
間
の
消
息
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、 

「
青
柳
氏
相
伝
古
文
書
」
に
よ
る
と
、
家
康
の
代
に
馬
牧
は
貝
方
（
海 

保
）
丹
波
支
配
と
な
り
、
宮
沢
兵
部
に
代
わ
っ
て
藤
崎
大
学
が
任
用 

さ
れ
、
さ
ら
に
富
田
伊
豆
支
配
と
な
っ
て
か
ら
、
明
谷
四
郎
左
衛
門 

の
死
後
そ
の
子
が
役
儀
に
つ
け
な
か
っ
た
為
に
、
綿
貫
右
馬
介
と
佐 

瀬
刑
部
の
両
人
が
任
用
さ
れ
て
、
前
記
青
柳
、
藤
崎
に
加
え
て
四
人 

と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

台
徳
院
（
徳
川
秀
忠
）
の
代
、
富
田
彦
兵
衛
が
野
馬
支
配
の
時
に 

青
柳
四
郎
右
衛
門
の
子
、
与
七
が
島
田
家
の
聟
養
子
と
な
り
、
島
田 

長
右
衛
門
を
名
乗
り
、
青
柳
に
代
わ
り
牧
士
と
な
っ
て
以
来
、
島
田 

家
が
代
々
嗣
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
下 

総
牧
が
整
備
さ
れ
た
の
は
、
慶
長
十
九
年
に
牧
士
が
徳
川
氏
に
よ
っ 

て
正
式
に
任
用
さ
れ
た
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。 



 

佐
倉
牧
の
成
立 

 

慶
長
十
九
年
、
こ
の
こ
ろ
下
総
牧
は
佐
倉
牧
と
小
金
牧
に
分
離
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
金
牧
は
県
北
の
柏
市
、 

松
戸
市
、
鎌
ヶ
谷
市
、
船
橋
市
、
印
西
町
に
跨
が
っ
た
原
野
を
利
用
し
て
作
ら
れ
、
高
田
台
牧
・
上
野
牧
・
中
野

牧
・
下
野
牧
・
印
西
牧
の
五
牧
と
な
っ
て
い
る
。 

 

佐
倉
牧
は
柳
沢
牧
（
八
街
市
北
部
）
高
野
牧
（
富
里
町
高
野
、
十
倉
）
、
内
野
牧
（
富
里
町
七
栄
、
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
）
、
小
間
子
牧

（
八
街
町
南
部
）
、
取
香
牧
（
成
田
市
三
里
塚
付
近
）
、
矢
作
牧
（
大
栄
町
、
成
田
市
北
東
部
）
、
油
田
牧
（
佐
原
市
の
一
部
）
の
七
牧
が
あ

り
、
こ
の
う
ち
柳
沢
・
高
野
・
内
野
三
牧
は
代
々
の
佐
倉
城
主
が
幕
府
か
ら
管
理
を
委
託
さ
れ
て
、
通
称
佐
倉
三
牧
方
、
又
は
城
主
方
と

呼
ば
れ
て
い
た
。 

 

小
間
子
・
取
香
・
矢
作
・
油
田
四
牧
は
小
金
（
松
戸
市
）
に
在
住
し
て
い
た
野
馬
奉
行
綿
貫
夏
右
衛
門
が
幕
府
よ
り
預
け
ら
れ
て
、
四

牧
方
と
称
さ
れ
、
酒
々
井
町
の
島
田
長
右
衛
門
方
に
野
馬
会
所
を
設
け
て
、
こ
こ
を
中
心
と
し
て
四
牧
方
牧
士
が
直
接
の
管
理
に
あ
た
っ

て
い
た
。 

 

佐
倉
牧
が
三
牧
方
と
四
牧
方
に
分
離
さ
れ
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
島
田
家
文
書
「
佐
倉
牧
場
起
元
書
抜
」（
町
史
料
集
（
四
）

七
七

）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
享
保
七
寅
年
正
月
十
三
日
、
佐
倉
七
牧
為
見
分
御
代
官
、
小
宮
山
杢
ノ
進
殿
、
石
川
伝
兵
衛

殿
牧
々
御
見
分
相
済
、
同
年
四
月
七
日
、
酒
々
井
町
島
田
長
右
衛
門
宅
ニ
於
テ
、
佐
倉
領
主
、
稲
葉
丹
後
守
殿
御
家
来
、
今
峰
舎
人
、
小

山
仁
左
衛
門
、
目
黒
銀
左
衛
門
、
小
金
綿
貫
夏
右
衛
門
、
同
苗
平
内
殿
並
ニ
牧
士
拾
人
立
会
之
上
、
三
牧
佐
倉
領
主
へ
御
預
ケ
、
絵
図
面

相
添
、
牧
士
三
牧
四
人
、
四
牧
六
人
ト
改
正
ス
」
と
あ
り
、
又
、
牧
士
並
木
氏
の
筆
に
な
る
「
野
馬
方
日
記
」
（
町
史
料
集
（
四
）
七
六
―
⑦

）

に
は
「
一
享
保
六
丑
年
、
綿
貫
夏
右
衛
門
様
定
奉
行
ニ
被
仰
付
候
ニ
依
リ
、
江
戸□

御
奉
行
御
出
不
被
成
候
」
（
中
略
）
「
一
享
保
寅
七
年

佐
倉
御
城
主
、
稲
葉
丹
後
守
様
江
、
内
野
牧
、
高
野
牧
、
柳
沢
牧
御
預
ケ
被
遊
候
ニ
付
、
丹
後
守
様
御
内
、
野
馬
掛
リ
御
役
人
御
払
江
立

会
候
故
、
従
江
戸
御
立
会
役
人
御
出
不
被
成
候
」
と
あ
る
。
以
上
二
つ
の
文
書
に
よ
っ
て
、
三
牧
と
四
牧
に
分
離
さ
れ
た
の
は
、
享
保
七

年
で
あ
り
、
新
田
開
発
で
知
ら
れ
た
大
寒
、
小
宮
山
杢
之
進
昌
世
の
時
代
で
あ
り
、
将
軍
吉
宗
の
享
保
の
改
革
の
一
環
と
し
て
、
三
牧
と

四
牧
を
分
離
し
て
野
馬
の
増
産
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
牧
と
四
牧
の
分
割
管
理
は
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
牧
場
は
石
に
な
る

ま
で
続
い
た
。 



 

牧
の
管
理 

 

下
総
牧
の
草
創
期
、
千
葉
氏
時
代
の
野
馬
牧
場
の
管
理
は
「
青
柳
家
文
書
」
・
「
島
田
家
文
書
」
な
ど
に
よ
る
と
、
前
記

の
青
柳
、
明
谷
、
宮
沢
の
三
氏
が
責
任
者
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
徳
川
時
代
と
な
り
規
模
が
拡
大
、
整
備
さ
れ
る
と
徳
川
氏
の
家

臣
に
支
配
権
が
移
り
、
牧
士
は
そ
の
下
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
初
期
の
佐
倉
牧
の
支
配
に
つ
い
て
は 

「
青
柳
氏
相
伝

古
文
書
」・「
佐
倉
牧
場
起
元
書
抜
」（
町
史
料
集
（
四
）
七
七

）・「
諸
手
控
帳
」・「
野
馬
方
日
記
」（
町
史
料
集
（
四
）
七
六
―
⑦

）
な
ど
に
記
さ
れ
て

い
る
が
、
各
書
と
も
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
ず
れ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
佐
倉
牧
場
起
元
書
抜
」
と
主
と
し
て
概
要
を
記
す
。 

 

徳
川
家
康
の
代
。
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
か
ら
海
保
丹
後
守
に
預
け
ら
れ
、
牧
士
は
島
田
長
右
衛
門
、
藤
崎
大
学
、
佐
瀬
刑
部
、

綿
貫
右
馬
介
の
四
人
で
あ
っ
た
。 

 

二
代
秀
忠
の
代
。
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
大
久
保
重
兵
衛
預
り
。
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
か
ら
野
村
藤
三
郎
預
り
。
代
官
関

口
作
兵
衛
が
奉
行
と
な
り
、
牧
士
は
丸
弥
兵
衛
、
三
橋
茂
兵
衛
の
二
人
が
増
員
さ
れ
て
六
人
と
な
る
。 

 

三
代
家
光
の
代
。
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
な
る
と
、
並
木
五
郎
右
衛
門
、
四
宮
小
右
衛
門
、
渡
利
次
右
衛
門
、
藤
崎
惣
十
郎
の 

四
人
が
加
え
ら
れ
て
一
〇
人
と
な
る
。 

四
代
家
綱
の
代
。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
牧
場
改
正
に
よ
り
五
牧
を
七
牧
に
区 

分
し
た
。
従
来
は
、
柳
沢
・
小
間
子
が
一
牧
で
あ
っ
た
。 

 
八
代
吉
宗
の
代
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
代
官
小
宮
山
杢
之
進
昌
世
、
石
川
伝 

兵
衛
が
七
牧
見
分
後
、
柳
沢
・
高
野
・
内
野
の
三
牧
は
佐
倉
城
主
に
預
け
、
小
間
子
・ 

取
香
・
矢
作
・
油
田
の
四
牧
は
綿
貫
夏
右
衛
門
預
け
と
な
っ
た
。 

 

徳
川
幕
府
の
支
配
体
制
の
整
備
、
野
馬
の
需
要
度
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
、
佐
倉
牧 

の
管
理
体
制
も
変
化
し
て
き
た
が
、
享
保
の
改
革
以
降
は
５
―
50
表
の
「
歴
代
の
野 

方
代
官
並
に
野
馬
方
（
掛
）
代
官
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
５
― 

50
表
中
、
享
保
七
年
の
小
宮
山
杢
之
進
昌
世
か
ら
、
寛
政
五
年
の
浅
岡
彦
四
郎
ま
で 



                 

は
地
方
代
官
の
兼
務
で
あ
っ
た
が
、
同
年
御
小
納
戸
頭
取
岩
本
石
見
守
が
小
金
・
佐
倉
野
馬
牧
場
取
締
扱
に
任
命
さ
れ
た
以
後
は
江
戸
の

野
馬
役
所
が
一
切
の
実
権
を
握
り
、
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
管
理
体
制
は
５
―
40
図
の
管
理
系
統
図
式
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。 



 

島
田
家
文
書
（
町
史
料
集
（
二
）
（
三
）
（
四
）
）
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
以
降
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
ま
で
の
「
野
馬
御
用
日
記
」

が
主
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
管
理
の
実
権
は
江
戸
の
野
馬
役
所
が
握
っ
て
お
り
、
捕
馬
、
御
払
い
、
土
手
普
請
、
植
林
、
伐
木
な
ど

重
要
な
事
項
は
、
す
べ
て
江
戸
の
野
馬
役
所
の
指
示
を
う
け
て
実
施
し
て
い
た
。
江
戸
の
野
馬
役
所
の
頭
取
は
５
―
50
表
で
見
る
通
り
数

年
で
役
替
え
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
下
で
実
務
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
野
馬
方
御
手
役
衆
は
世
襲
に
よ
っ
て
継
が
れ
て
い
た
。
手
役
衆

の
人
数
も
牧
場
の
整
備
に
あ
わ
せ
て
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
六
人
が
、
同
十
三
年
に
は
七
人
、
さ
ら
に
享
和
四
年
（
一
八
〇
四
）

に
は
一
〇
人
に
増
員
さ
れ
て
い
る
。 

 

寛
政
五
年
、
岩
本
石
見
守
の
頭
取
就
任
時
の
御
役
名
覚
に
よ
る
と
左
の
六
人
で
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
見
守
家
来 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
用
掛
り
元
〆 

菊
田
弾
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
用
掛
り 

 
 

中
井
猶
之
進 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

野
馬
方 

 
 

 

園
田
七
平 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

松
崎
弥
惣
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

野
馬
方
書
役 

 

幸
田
孫
十
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
菊
地
善
之
助 

 
 

右
之
通
御
座
候 

 
 

 
 

丑
十
一
年
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
四
―
68
） 

 

享
和
四
年
の
野
馬
方
手
役
衆 

 
 

園 

田 

七 

平 
 

松 

崎 

弥
惣
左
衛
門 

 

川 

田 

庄
太
夫 

 
 

沼 

田 

作
兵
衛 

 

青 

木 

兆 

一 

郎 
 

木 

村 

官
兵
衛 

 
 

幸 

田 

孫
十
郎 

 

小 

林 

弥 

十 

郎 
 

斉 

藤 

与
平
次 



 
 

目 

黒 

長
十
郎 

右
の
う
ち
、
松
崎
、
幸
田
、
目
黒
の
三
氏
の
子
孫
は
世
襲
に
よ
っ
て
幕
末
ま
で
続
き
、
明
治
政
府
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。 

  


